
令
和
元
年
六
月
七
日
受
領

答
弁
第
一
九
五
号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
一
九
五
号

令
和
元
年
六
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
首
都
高
速
道
路
の
千
円
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
首
都
高
速
道
路
の
千
円
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
、
七
及
び
八
に
つ
い
て

二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
（
以
下
「
大
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
交
通
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
大
会
に
お
け
る
輸
送
運
営
計
画
を
作
成
す
る
東
京
都
及
び
公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会
（
以
下
「
組
織
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
平
成
二
十
九
年
六
月

に
交
通
工
学
、
物
流
等
の
専
門
的
見
地
か
ら
検
討
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
東
京
二
〇
二
〇
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
交
通
輸
送
技
術
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
こ
れ
ま
で
、
大
会
期
間
中
の

混
雑
の
回
避
に
向
け
た
企
業
や
個
人
に
対
す
る
協
力
の
呼
び
掛
け
や
、
高
速
道
路
に
お
け
る
入
口
閉
鎖
な
ど
を
含
め
た
幅
広

い
観
点
で
検
討
を
進
め
て
き
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
平
成
三
十
一
年
二
月
六
日
に
行
わ
れ
た
検
討
会
で
は
、
「
都
市
活
動
の
安
定
と
円
滑
な
大
会
輸
送
の
両
立
を

図
る
追
加
対
策
（
首
都
高
の
流
動
確
保
策
）
が
必
要
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
混
雑
し
て
い
る
区
間
や
時
間
帯
に
課
金
す
る
こ

と
で
、
利
用
を
抑
制
し
て
、
首
都
高
の
交
通
流
動
を
確
保
」
す
る
「
料
金
施
策
」
や
、
「
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
規
制
」
等
の

「
通
行
車
両
の
制
限
」
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
論
は
得
ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

一



い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
も
、
円
滑
な
大
会
輸
送
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
引
き
続
き
東
京
都
及
び
組
織
委
員
会
に
協

力
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
料
金

（
以
下
「
料
金
」
と
い
う
。
）
は
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
等
が
、
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
国

土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
料
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
三

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律

第
百
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
の
対
象
と
な
る
高
速
道
路
ご
と
に
、
高
速
道
路
の
維
持
、
修
繕
等
に
要
す
る

費
用
等
を
料
金
の
徴
収
期
間
内
に
償
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
公
正
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
今
後
、
仮
に
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
か
ら
国
土
交
通
大
臣
に

対
し
、
首
都
高
速
道
路
の
料
金
に
つ
い
て
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
許
可
に
係
る
申
請
が
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、
こ

れ
ら
の
基
準
に
基
づ
き
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
現
時
点
で
当
該
申
請
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い

て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二



五
に
つ
い
て

一
か
ら
三
ま
で
、
七
及
び
八
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
「
混
雑
し
て
い
る
区
間
や
時
間
帯
に
課
金
す
る
こ
と

で
、
利
用
を
抑
制
し
て
、
首
都
高
の
交
通
流
動
を
確
保
」
す
る
「
料
金
施
策
」
に
つ
い
て
は
、
検
討
会
に
お
い
て
議
論
が
行

わ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
検
討
会
に
お
い
て
は
、
議
事
要
旨
を
公
開
す
る
と
と
も
に
、
議
事
に
用
い
た
資
料
を
原

則
と
し
て
公
開
す
る
な
ど
、
で
き
る
限
り
決
定
過
程
の
透
明
化
の
確
保
に
努
め
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
国
や
東
京
都
が
そ
の
値
上
げ
を
要
請
す
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
可
能
な
の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か

で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


